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成
2
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３
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3
1
日
ま
で
に
提
出
の
あ
っ
た

定
期
報
告
総
数
：
2
,1
4
1
件
（
※
）

（
※
）
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
定
期
報
告
は
、
再
生
医
療
等
提
供
計
画
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
、
１
年
ご
と
に
当
該
期
間
満
了
後
９
０
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
施
行
規
則
第
３
８
条

第
３
項
）
た
め
、
必
ず
し
も
再
生
医
療
等
提
供
計
画
の
提
出
件
数
と
一
致
し
な
い
。

（
参
考
）

○
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
定
期
報
告
）

第
２
１
条
再
生
医
療
等
提
供
機
関
の
管
理
者
は
、
再
生
医
療
等
提
供
計
画
に
記
載
さ
れ
た
再
生
医
療
等
の
提
供

の
状
況
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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13
0
85

84
814
63

34
7
16
1
17
0
26
3
17
754
94

19
8
39
6
65
8
23
1
75

64
9
39
3

投
与
件
数
（
※
）
（
都
道
府
県
別
治
療
の
み
）

（
※
）
延
べ
投
与
件
数
。

た
だ
し、
特
定
細
胞
加
工
物
を
１
回
に
同
一
患
者
の
複
数
箇
所
へ
投
与
す
る
場
合
（
例
え
ば
、多
血
小
板
血
漿
を
顔
面
の
複
数
箇
所
に
投
与
）
は
、１
件
の
投
与
とし
て
扱
う。
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